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藤沢市教育委員会８月定例会会議録 

 

                日 時  2020年（令和２年）８月 19日（水） 

午後３時 30分 

                場 所  市役所本庁舎３階 ３－３会議室 

 

 

１ 開 会 

２ 会議録署名委員の決定 

３ 前回会議録の確認 

４ 教育長報告 

  (1) 臨時代理の報告について（市議会定例会提出議案（令和２年度藤沢市一般会計補

正予算）に同意することについて 

５ 議 事 

  (1) 議案第 22号 市議会定例会提出議案（令和２年度藤沢市一般会計補正予算）に同

意することについて 

  (2) 議案第 23号 市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結）に同意することにつ

いて 

  (3) 議案第 24号 藤沢市スポーツ推進審議会委員の任命について 

  (4) 議案第 25号 藤沢市文化財保護委員会委員の任命について 

  (5) 議案第 26号 藤沢市図書館協議会委員の任命について 

６ その他 

  (1) 令和２年度市立小学校及び特別支援学校における宿泊行事の中止について 

  (2) 令和元年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について 

７ 閉 会 
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出席委員  

    １番  岩 本 將 宏 

    ２番  大 津 邦 彦 

    ３番  飯 島 広 美 

    ４番  木 原 明 子 

    ５番  市 村 杏 奈 

出席事務局職員 

 教育次長      須 田   泉   生涯学習部長      神 原 勇 人 

教育部長      松 原   保    生涯学習部参事     齋 藤 拓 也 

教育部参事     佐 藤   繁    総合市民図書館長   市 川 雅 之 

教育指導課長    坪 谷 麻 貴   学校施設課長     西 山 勝 弘   

郷土歴史課長    田 代 俊 之   スポーツ推進課長   西 台 篤 史 

教育総務課主幹   山 崎 淳 一      教育指導課主幹     岩 田   守      

教育文化センター長 神 戸 由 紀    生涯学習総務課主幹    井 出 祥 子   

学校施設課課長補佐   木 下 尊 人   教育文化センター指導主事 溝 尾 昌 也 

書    記    鈴 木 憲二郎 
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岩本教育長  ただいまから藤沢市教育委員会８月定例会を開会いたします。 

  本日は、新型コロナウイルス感染症対策として、会議時間の短縮につい

てご協力いただきたく、説明を簡潔にしていただくなどのご配慮をお願い

いたします。 

  また、ご発言の際はマスク着用の上、着席のまま行っていただきますよ

う、お願いいたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

岩本教育長  それでは、会議録署名委員を決定いたします。本日の会議録に署名する

委員は、４番・木原委員、５番・市村委員にお願いしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

岩本教育長  それでは、本日の会議録に署名する委員は、４番・木原委員、５番・市

村委員にお願いいたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

岩本教育長  続きまして、前回の定例会会議録の確認をいたします。 

何かありますか。 

特にないようですので、このとおり了承することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

岩本教育長  それでは、このとおり了承することといたします。 

   ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

岩本教育長  続きまして、教育長報告に入ります前に、教育長報告（１）臨時代理の

報告について、その後の議事（１）議案第 22 号 市議会定例会提出議案

（令和２年度藤沢市一般会計補正予算）に同意することについて、及び（２）

議案第 23 号 市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結）に同意する

ことについては、藤沢市議会定例会への提出議案であるため、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項ただし書の規定により、非

公開での審議としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

岩本教育長  ご異議がないようですので、教育長報告（１）臨時代理の報告について、

議事（１）議案第 22号及び議事（２）議案第 23号は、後ほど非公開での

審議といたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

岩本教育長  それでは、議事に入ります。 

  議案第 24 号 藤沢市スポーツ推進審議会委員の任命について、上程い

たします。生涯学習部の説明を求めます。 

西台スポーツ推進課長  議案第 24 号 藤沢市スポーツ推進審議会委員の任命について、
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ご説明いたします。（議案書 35ページ参照） 

  今回、この議案を提出いたしましたのは、藤沢市スポーツ推進審議会委

員のうち学識経験のある者 1名に欠員が生じたため、藤沢市スポーツ推進

審議会条例第２条及び第３条並びに第４条の規定に基づき補欠の委員を

任命するためです。委員候補者につきましては、藤沢市社会教育委員会議

から推薦された委員で、任期は前任者の残任期間となるものです。議案書

につきましては、35 ページに記載のとおりです。以上、ご審議の上、ご

決定いただきますようお願い申し上げます。 

岩本教育長  生涯学習部の説明が終わりました。議案第 24号につきまして、ご意見・

ご質問がありましたらお願いいたします。 

  特にないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  それでは、議案第 24 号藤沢市スポーツ推進審議会委員の任命について

は、原案のとおり決定いたします。 

×××××××××××××××××××××××××××××× 

岩本教育長  続きまして、議案第 25 号 藤沢市文化財保護委員会委員の任命につい

てを上程いたします。生涯学習部の説明を求めます。 

田代郷土歴史課長  議案第 25号 藤沢市文化財保護委員会委員の任命について、ご説明

いたします。（議案書 37ページ参照） 

  今回、この議案を提出いたしましたのは、現在、任用しております藤沢

市文化財保護委員会委員の任期が９月 17 日をもって満了となることに伴

い、藤沢市文化財保護条例第 1条の規定に基づき、新たに委員の任命を行

うためです。藤沢市文化財保護委員会は、文化財保護法及び地方自治法の

規定に基づき設置されておりまして、文化財の保存及び活用に関し、教育

委員会の諮問に応じ意見を述べる機関となっております。 

  委員の定数につきましては、同条例第 1条の規定に基づき、文化財につ

いて専門の学識経験者 6人となっております。いずれも再任で、任期は２

年でございます。議案書につきましては、37 ページに記載のとおりでご

ざいます。以上、ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

岩本教育長  生涯学習部の説明が終わりました。議案第 25号につきまして、ご意見・

ご質問がありましたらお願いいたします。 

  特にないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

岩本教育長  それでは、議案第 25号藤沢市文化財保護委員会委員の任命については、

原案のとおり決定いたします。 
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×××××××××××××××××××××××××××××× 

岩本教育長  次に、議案第 26 号 藤沢市図書館協議会委員の任命についてを上程い

たします。生涯学習部の説明を求めます。 

市川総合市民図書館長  議案 26号 藤沢市図書館協議会委員の任命について、ご説明い

たします。（議案書 39ページ参照） 

  今回、この議案を提出いたしましたのは、藤沢市図書館協議会委員が

2020年（令和２年）８月 31日をもって任期満了となることに伴い、新た

な委員の任命を行うためでございます。藤沢市図書館協議会は、図書館法

第 14 条の規定に基づき設置され、図書館の運営に関し館長の諮問に応ず

るとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる

機関となっております。 

  委員候補者の人数につきましては、藤沢市図書館に関する条例第５条の

規定により７名。委員の任期は２年となっております。委員候補者の選出

区分は、学校教育関係者１名、社会教育関係者２名、家庭教育向上に資す

る活動を行う者１名、学識経験のある者３名となっております。委員候補

者の新任・再任の内訳につきましては、新任４名、再任３名となっており

ます。議案書につきましては、39 ページに記載のとおりです。以上、ご

審議の上、ご決定くださいますよう、お願いいたします。 

岩本教育長  生涯学習部の説明が終わりました。議案第 26号につきまして、ご意見・

ご質問がありましたらお願いいたします。 

  特にないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

岩本教育長  それでは、議案第 26 号 藤沢市図書館協議会委員の任命については、

原案のとおり決定いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

岩本教育長  それでは、その他に入ります。 

  （１）令和２年度市立小学校及び特別支援学校における宿泊行事の中止

について、事務局の説明を求めます。 

坪谷教育指導課長  令和２年度市立小学校及び特別支援学校における宿泊行事の中止に

ついて、ご説明申し上げます。（資料 41ページ参照） 

  本市立学校におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講

じながら、最大限、児童生徒の健やかな学びを保障することを目指し、さ

まざまな工夫をして教育活動を行っているところです。令和２年度の小学

校及び白浜養護学校における宿泊行事につきましては、校長会と教育委員

会事務局とで検討・協議を重ねてまいりましたが、子どもたちが集団で長

時間活動する中での感染リスクを避けることが困難なことから中止とす
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ることとなりました。具体的には小学校全 35 校につきましては、９月に

予定しておりました６年生対象の日光修学旅行と、９月から 11 月に予定

しておりました５年生対象の八ヶ岳野外体験教室、また、特別支援学級で

６月から 12 月に予定しておりました５年生対象の八ヶ岳野外体験教室、

また、特別支援学級で６月から 12 月に予定しておりました宿泊学習につ

きまして、今年度中止といたします。白浜養護学校につきましては、小学

部、中学部、高等部ともに修学旅行及び宿泊行事について中止といたしま

す。 

  なお、今後、各学校におきまして、新型コロナウイルス感染症の状況に

応じ、日帰りでの校外行事など代替案について検討してまいります。 

また、市立中学校における３年生対象の修学旅行と、１年生対象の八ヶ

岳野外体験教室につきましては、それぞれの学校で、その実施時期におけ

る市内及び旅行先の感染状況等を踏まえて、実施の可否について判断して

まいります。説明は以上でございます。 

岩本教育長  事務局の説明が終わりました。ただいまの説明につきまして、ご意見・

ご質問がありましたらお願いいたします。 

    特にないようですので、了承することにいたします。 

×××××××××××××××××××××××××××××× 

岩本教育長  次に、（２）令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果に

ついて、事務局の説明を求めます。 

坪谷教育指導課長  それでは、令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果

についてご説明いたします。この調査は、毎年実施しているもので、令和

元年度の結果がまとまりましたので、ご報告するものです。（資料 42ペー

ジ参照） 

  １ 趣旨は、国が実施した全国体力・運動能力、運動習慣等調査におけ

る本市の児童生徒の結果を全国、神奈川県の結果と比較・分析し、傾向を

まとめたものです。 

  ２ 実施状況は、令和元年５月から７月にかけて小学校５年生、中学校

２年生を対象に実施いたしました。対象人数等については記載のとおりで

す。調査内容につきましては、小学校、中学校ともに下段に記載してあり

ます「実技８種目」と「質問紙調査」から成っております。本報告では、

「質問紙調査」の中から上段に記載してあります６項目を抜粋し、まとめ

ております。 

  ３ 藤沢市立小学校５年生体力、運動能力調査の結果を一覧表にしたも

ので、本市の数値で太字になっているものは全国、県を上回っているもの、

下線が引いてあるものは全国、県を下回っているものです。「握力」にお
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いては男女とも、また「50ｍ走」においては、男子が全国、県の数値を上

回っております。「上体起こし」「長座体前屈」「反復横とび」「20ｍシャト

ルラン」「ソフトボール投げ」が、男女ともに全国、県の数値を下回って

います。「体力合計点」は、男女とも全国、県の数値を下回っている状況

です。 

  ４ 藤沢市立小学校５年生の運動習慣等の結果および生活と体力・運動

能力の関係については、「体力・運動能力調査」と「質問紙調査」の結果

をクロス集計し、設問ごとにまとめたものです。表の見方ですが、例えば

「（１）運動クラブやスポーツクラブに入っていますか。」では、各種目の

得点を合計した体力合計点は、「運動部」に所属する児童の平均は 80点満

点中 55.6 点、「地域のスポーツクラブ」に所属する児童は 54.9 点である

のに比べ、「入っていない」と回答した児童は 48.9点となっています。ま

た、総合評価段階ごとの人数は、「運動部」所属児童はＡ評価が 41人に対

し、Ｅ評価は 36 人、「地域のスポーツクラブ」所属児童はＡ評価が 185

人に対し、Ｂ評価は 92人となっています。一方、「所属していない」児童

は、Ａ評価が 46人に対し、Ｅ評価が 198人となっています。このことか

ら「運動部」「スポーツクラブ」に所属している児童は、体力合計点が高

い傾向にあると言えます。この一覧表の結果につきましては、45 ページ

以降にグラフ化しているものを掲載しておりますので、詳細につきまして

は、後ほどご覧いただければと思います。 

  特色といたしまして、運動習慣、生活習慣が定着している児童は、体力

合計点や総合評価が高い傾向にあります。 

  50 ページの「調査結果の傾向とまとめ」をご覧ください。今回の調査

において、男女ともに「力強さ」の要素である「握力」の数値が高い一方、

「動きを持続する能力」や「タイミングの良さ」の要素に低い傾向が見ら

れ、課題となっております。運動の実施状況が全国や県を上回っている状

況にありますが、全国、県に比べ低い水準を示す種目が見られます。また、

生活習慣については、朝食を毎日摂取する児童は、体力合計点で高い数値

が出ている一方、男女ともにテレビ視聴時間については、長時間の傾向が

あり、課題が見られます。これらのことから、体力向上のためには生活習

慣改善についての指導が必要です。 

  続きまして、５ 藤沢市立中学校２年生の体力・運動能力調査の結果で

す。表は小学校 5年生と同様の記載となっておりますが、中学校において

は「持久走」か「20ｍシャトルラン」のどちらかを選択することになって

おります。中学校２年生の体力・運動能力調査結果につきましては、男女

とも「握力」等５種目で全国・県の数値を上回っています。また、「上体
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起こし」「長座体前屈」については、男女ともに全国、県の数値を下回っ

ています。なお、体力合計点の平均が、男子は全国・県より若干下回って

いるもののほぼ同程度と見られます。女子は全国平均を下回りましたが、

県の平均よりは高くなっています。 

  ６ 藤沢市立中学校２年生の運動習慣等の結果および生活と体力・運動

能力の関係についても、小学校５年生と同様の記載形式となっております。

53 ページ以降にグラフ化したものを掲載しておりますので、詳細につき

ましては、後ほどご覧いただければと思います。小学校５年生同様、運動

習慣、生活習慣が定着している生徒は、体力合計点や総合評価が高い傾向

にあります。 

  58 ページの下段の「調査結果の傾向とまとめ」の欄では、中学生の調

査では男女ともに「力強さ」、「動きを持続する能力」に要素が高く、「体

の柔らかさ」に要素が低い傾向にあります。「運動への興味・関心」は全

国や県と同水準にある中で、全国・県の水準を上回る種目が多く見られま

す。 

  また生活習慣については、朝食を毎日摂取する生徒は、体力合計で高い

数値が出ている一方、男女ともに「テレビ視聴時間」については長時間の

傾向があり、課題が見られます。これらのことから、体力向上のためには

生活習慣改善についての指導が必要です。 

  ７ 今後の取組についてですが、大きく３点ございます。１点目は「児

童生徒の取組」です。小学校においては「体力テスト記録カード」を活用

し、児童の興味・関心を高め、意欲的に体力向上に努める児童の姿を目指

してまいります。また、実施場所・参加人数等を工夫しながら、運動が苦

手な児童生徒でも参加できる児童会、生徒会の主体的な取り組みを推進し

ていきます。 

  ２点目は「学校の取組」です。小中学校ともに本調査で出た課題を意識

して、体力向上に努めていくとともに、運動、食事、睡眠等の大切さに触

れ、児童生徒が望ましい生活習慣を確立できるよう努めます。 

  ３点目は「教育委員会の取組」です。新しい生活様式を踏まえて学校に

おいては、体育の授業等における体力・運動能力の向上について指導と助

言を行います。家庭においては、啓発資料を配布するなどの働きかけをし

ていきます。また、学校内の運動施設や用具の充実を図り、児童生徒の体

力・運動能力向上を目指して環境を整えます。さらに、今回の調査資料を

学校へ情報提供するとともに、本市教育委員会ホームページ上に公開して

いきます。 

  最後になりましたが、「令和２年度全国体力・運動能力、運動習慣等調
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査」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました

ことを申し添えます。以上で説明を終わります。 

岩本教育長  事務局の説明が終わりました。ただいまの説明につきまして、ご意見・

ご質問がありましたらお願いいたしますがありましたらお願いいたしま

す。 

  特にないようですので、了承することといたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

岩本教育長  以上で、本日予定いたしました公開で審議する案件はすべて終了いたし

ました。 

  委員の方で前回の定例会から今日までの間で、報告事項がある方はいら

っしゃいますか。（なし） 

  それでは、次回の会議の期日を決めたいと思います。９月 16 日（水）

午後５時から、傍聴者の定員は 20 名、場所は本庁舎３階 ３－３会議室

において開催予定ということでいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

岩本教育長  それでは、次回の定例会は９月 16 日（水）午後５時から、傍聴者の定

員は 20 名、場所は本庁舎３階 ３－３会議室において開催予定といたし

ます。 

なお、改めて周知させていただきますが、審議する案件等の日程につ

きましては、会議の前日までにホームページ上で公開させていただいて

おります。月によっては審議する案件のすべてが非公開となること等が

事前に見込まれます。 

そうなった場合もあらかじめホームページ上でその旨を周知させてい

ただきますので、傍聴者の皆様におかれましては、ご来場の前にホーム

ページをご覧いただくなど、事前のご確認につきまして、改めてよろし

くお願いいたします。 

  以上で、本日、公開での審議の日程はすべて終了いたしました。 

午後３時 52分  終了 

 


